
報告第８号  

 

 

専決処分の報告について  

 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求める。  

 

 

 

  平成 28 年６月６日  提出  

 

 

羽曳野市長  北  川  嗣  雄     



 

 

専   決   処   分   書  

 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第１項の規定により、下記事項を専決

処分する。  

 

 

 

  平成 28 年４月 18 日  専決  

 

 

羽曳野市長   北  川  嗣  雄     

 

 

記  

 

 

  処  分  事  項  

 

 平成 28 年度羽曳野市一般会計補正予算（第１号）  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度羽曳野市一般会計補正予算（第１号）  




















